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聖籠町企業職員の旅費に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

令和２年８月２４日 

                    聖籠町長 西 脇 道 夫 

聖籠町公営企業管理規程第６号 

聖籠町企業職員の旅費に関する規程の一部を改正する規程 

 聖籠町企業職員の旅費に関する規程（昭和５５年聖籠町水道管理規程第４

号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「聖籠町職員の旅費に関する条例」を「聖籠町職員等の旅費に関す

る条例」に改める。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。  

 


